
役 員 選 出 規 程 

 
制定 １９９９年 ６月２３日    

改訂 ２００３年 ７月２６日 

（目的） 

第１条 この規程は、SAK役員の選任にあたり、各加盟団体の利害を超越し真に組織人として

SAKの目的達成のために貢献する人物を、役員候補者（以下候補者という）として選出する

ことを目的に、運営規則第2条により定める。 

 

（候補者の資格） 

第２条 SAK役員の候補者は公正、公平をもって、真にSAKの運営、発展に尽力する意志    

       を持つ者で、かつ、次の各号に該当する者とする。 

１）運営規則第1２条の所属団体（以下所属団体という）に５年以上にわたって所属している

こと。 

  ２）寄附行為第33条の加盟団体（以下加盟団体という）の役員を経歴していること。 

 ３）年齢２５才以上７０才未満であること。 

現在、就任中の役員にあっては同一役職の限度を４期（８年）とし、それを超えていない

こと。 

 ４）継続して５年以上SAJ会員（以下会員という）であること。 

５）役員候補選出委員会（以下委員会という）が認めた者については、１）～５）に該当しな

くても候補者となることができる。 

 

（役員候補選出委員会の設置） 

第３条 寄附行為第15条の役員の候補者を選出するために、委員会をおく。 

 

（委員の選任及び数） 

第４条 委員会を構成する委員は、理事会の依頼により、運営規則第１４条に定めるブロックに

おいて加盟団体の所属団体の会員から選出し、理事会が任命する。 

２ 委員の数は、役員を改選する評議員会が開催される年の１月１日現在の評議員数の         

    過半数とする。 

３ 各ブロックから選出する委員の数は、委員を改選する年の１月１日現在のブロック毎の

会員数に応じ比例配分する。但し、高校生会員は１／２として数える。   

  （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会は委員長1名、副委員長2名を互選で選出する。 

   ２ 委員長は委員会の議長を司り、委員会が決定した候補者を理事会に推挙する。 

   ３ 副委員長は委員長を補佐する。 
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（委員会の召集・開催） 

第６条 委員会の召集は最初は会長が行い、次回以降は委員長が行う。    

    ２  委員会は委員総数の2分の１以上の出席により開催できる。ただし、開催前までに書     

    面をもって他の委員に職務を委任した委員は出席とする。 

  ３ 委員長は必要とする者の出席、または意見を求めることができる。 

 

（委員の任期） 

第７条 委員の任期は評議員の任期と同期間とする。ただし、委員が役員候補となった場合、    

    及び委員を継続できない事由が生じた場合は、委員長の承認を得て、当該加盟団体の  

    他の会員と交替する。 

 

（候補者の選出方法） 

第８条 委員会は候補者を選出するにあたり、ブロックに候補者の推薦を依頼し、理事会に    

役職を付して推挙する.理事会は委員会の推挙を尊重し､評議員会へ提案する。 

２ 理事定数の 8 割（小数点以下切り上げ）、及び監事の候補者を委員会は選出し、理事

定数の2割（小数点以下切り上げ）の候補者を当該時点の会長が選出する。 

    ただし、委員会で推薦不適当とした候補者を会長は選出できない。 

   ３ 委員会は候補者が定数を超え、または達しない場合、その当該関係ブロックの委員の  

    意見を聴取した後、委員会の議を経て候補者を選出する。 

  ４ 委員会は出席委員の多数決をもって候補者を決する。なお、委任状を提出した委員は     

    出席として扱う。 

   ５  委員会は本人の同意を得て、候補者を選出する。 

 

（規程の改廃） 

第９条 この規程の改廃は評議員会の議決による。 

 

 

附則    

１ この規程は平成１２年１月１日から施行する。 

 
 

以上 
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